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児童養護施設における児童間性的暴力への対応  

～事実確認ガイドに関する研究～  

篠原  拓弥  

 

第１章  研究の背景と目的  

第１節  児童養護施設における暴力の現状  

 児童養護施設とは、児童福祉法第 41 条（注１）に規定されているように、児

童の安定した生活を確保するべき施設であるが、施設内暴力によって児童の安

全で安心できる環境が失われている施設も少なくない。児童養護施設における

暴力は、「職員から児童への暴力、児童から職員への暴力、児童間の暴力の 3

種」に分類される（田嶌 ,2011）。  

まずは、職員から児童への暴力についてである。千葉県の児童養護施設「恩

寵園」では、「子どもを乾燥機に入れて回した」「子どもを裸にして池に浸けた」

「死んだ鶏をベッドに入れ、一緒に寝かせた」など、職員による児童虐待が日

常的に行われていた。他に「身体的な暴力のほかに男性指導員による入所児童

への性的暴力」も行われており（田嶌 ,2011）、恩寵園が日常的に暴力の存在す

る環境であったと考えられる。また他の施設では、「おねしょ」をした児童を長

時間にわたり立たせ、立たされた児童が最も多い部屋の部屋長（上級生）は、

職員から体罰を受けるという厳しい連帯責任のシステムをとっていた。このよ

うな環境で暮らしていた子どもたちは集団で児童相談所に逃げ込み、助けを求

めたこともある。しかし、児童相談所等は、子どもたちを元の施設に帰し、園

長への簡単な指導だけで済ませるといった不十分な対応を行い、再び、子ども

たちは職員からの暴力を受けることとなった。  

1997 年「恩寵園の子どもたちを支える会」が住民訴訟を起こし、1999 年には、

施設内暴力を告発するテレビ報道がされた。これ以降、施設内虐待がメディア

でも取り上げられるようになり、一般国民の関心事となった。このような背景

を元に、施設内虐待を発見した者の通告義務、都道府県等の措置等の規定を盛

り込んだ児童福祉法改正が行われた。具体的には、以下の通りである。  

児童福祉法第 33 条の 12 において「被措置児童等虐待を受けたと思われる児

童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相

談所、第 33 条の 14 第 1 項若しくは第 2 項に規定する措置を講ずる権限を有す

る都道府県の行政機関（以下この節において「都道府県の行政機関」という。）、

都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設

置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議

会若しくは市町村に通告しなければならない」と、職員から児童への暴力を発

見した者の通告義務について規定している。  

また、同法第 33 条の 14 第 1 項で「都道府県は、第 33 条の 12 第 1 項の規定

による通告、同条第 3 項の規定による届出若しくは第 3 項若しくは次条第 1 項

の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認



2 

 

めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通告、届出、

通知又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする」と

されており、施設内で職員からの暴力を受けたと思われる児童を発見した者に

よる通告や、暴力を受けた児童からの届け出があった場合、都道府県が責任を

持って、事実確認を行わなければならないと定められており、職員から児童へ

の暴力については一定の取り組みがされている。  

次に、児童から職員への暴力である。児童から職員への暴力は、「ボスである

男子高校生が、小中学生が見ている中で男性職員をボコボコにした後、『おまえ、

来週までに辞めろ、まだおったらぶっ殺すぞ』と言い放った」（田嶌 ,2011）と

いう事例や、他に居室で酒盛りをしていた児童を注意した職員に、威圧的な態

度で一升瓶を割って見せるといった事例もあった。また暴行だけではなく、入

所児童による職員の殺人事件や殺人未遂事件（注 2）も過去にはある。  

酒井ら（ 2009）による調査では、児童から職員への暴力について、「殴る」「蹴

る」といった直接的な暴力も挙げられるが、児童間暴力に比べると「暴言」等

の「身体的に直接的なものではないものの、子ども自身の怒りを間接的に（言

葉・物を介して）表現する」という特徴を見出した。児童から職員への暴力の

背景には、児童の抱える生きづらさから生じる怒りや不満を職員にぶつけてい

ること、「この人なら許される」という「試し行動」であること等がある。し

かし、このような児童から職員への暴力によって、職員が力の強い児童を敬遠

する、児童の機嫌を損ねないように顔色を窺うといったことも考えられ、結果

として、児童－職員間の適切な援助関係が崩れることも少なくない。職員が児

童からの暴力にさらされる時には、他の職員と連携をして対応することもでき、

また施設を辞めるという選択もできるが、児童間暴力については、児童養護施

設という生活の場で行われるため、被害児童は加害児童が退所するまで耐え続

けなければならない。  

先行研究、実践報告から児童間暴力には以下のような具体例があった。  

年長児童から年少児童へ「部屋が散らかっている」等何らかの理由をつけて、

みぞおちを殴るなどの暴力や男子中学生 4 名が就寝中の小学校低学年、幼稚園

の女児を起こし、じゃんけんをさせ勝った者が負けた者を殴るように命令する

という「暴力の王様ゲーム」が行われていた。  

他の施設では「落下傘」（横川， 2012）と呼ばれる暴力が存在していた。「落

下傘」とは、押し入れ上段から仰向けに寝かした児童の腹をめがけて飛び降り

るというものである。このような児童間暴力は、職員の死角で行われ、またあ

ざが職員に見つからないように、服で隠れる部分に暴行を加えるという周到さ

が見受けられる。  

クリスティーン・バーター（ 2009）は、児童間暴力を「身体的な接触暴力、

身体的な非接触暴力、性的暴力、言葉の暴力」の 4 種に分類しており、性的暴

力については「合意によらない行為で、年長児による虐待的で、かつ性的でも

ある行為は、性的暴力として独立して分類している。性的暴力の例としては、
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『陰部を見せる』、性的攻撃（少女の胸をつかむなど）、レイプする、不適切な

身体接触、不快をもたらす性的身振りやコメントがある」と説明している。こ

のように性的暴力は 1 つのカテゴリーとして捉えられており、他の暴力とは区

別して考える必要がある。児童養護施設が子どもたちの安心できる場であるた

めにも、児童から職員への暴力への対応についても考える必要はあるが、本研

究では児童間暴力、特に児童間性的暴力に焦点を当てる。  

児童間暴力が職員の死角で行われることが多いと前述したが、一般的に性的

暴力は他の暴力と比べても潜在化する傾向にある。外傷が少ないということだ

けではなく、被害児童は加害児童に口止めされ、被害児童自身の罪償感、加害

児童が普段は仲の良い兄のような存在だった場合に「被害を告白することでこ

れまでの生活を壊してしまうのではないか」、「職員がこれまで通り愛してくれ

ないのではないか」などと考え、職員に被害を告白することができない。「けん

かやいじめなどの問題行動と異なり、性的問題行動に職員が気づき対処を行っ

た際には問題の程度が深刻なものとなってしまっていることもめずらしくない」

（八木・岡本 ,2012）と言われているように、性的暴力事案が発覚した際には、

これまでにも性的暴力が何度も行われ、被害を受けた児童が複数いる場合や、

加害児童も年少時には被害を受けていたという事例も少なくない。  

筆者が 2013 年 6 月に行った A 市内 B 児童養護施設の職員へのインタビューの

中で児童間性的暴力が認められた（篠原 ,2013 卒業論文）。 B 施設は、男女混合

縦割りの小舎制で、夜間は宿直職員 1 名が 2 つのホームを見るという体制をと

っていた。宿直職員が 1 つのホームで仮眠をすると、もう一方のホームが職員

不在の状況となり、そこで中学生から年少児への身体的暴力が行われるという

状況だった。被害児童の傷に気付いた職員が聞き取りを行うことで、事案が発

覚し、警察も介入する事態となった。暴力事案以降、深夜の巡回を強化し、児

童の居室を見て回っていたところ、小学 6 年女児が泣きながら、下半身を露出

させたまま立っており、その場で事実確認をするも女児は何もしゃべらなかっ

たため、すぐに場所を移動し、安心できる環境を整え、話を聞くと、中学 3 年

男児から性的暴力を受けたことが発覚し、当該児童への聞き取りにより、 6 ヶ

月間にわたり、 7.8 回の性交渉が行われていたことが判明した。  

インタビュー対象者は、性的暴力について「いきなり出るわけではなく、水

面下ではあったようだ」「ことが重すぎて、対応できなかった」と発言したよう

に、一部の児童養護施設には潜在化された性的暴力が存在し、それが表面化し

た際に、施設全体が混乱し、運営自体が危うい状態になる。  

また、事案発生時に施設全体が混乱する要因の 1 つとして職員において「児

童が性的暴力事案を起こす可能性がある」という認識が薄いことが考えられる。

そのような場合、予想外の性的暴力事案が発生した際、戸惑いや混乱のために

適切な対応ができず、加害児童を「悪者」として捉え、措置変更することで事

案解決とみなされることも少なくない。しかし、被害者は、将来加害者になる

可能性もあり、当該児童へのアセスメント、施設システムのアセスメントを正
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確に行い対応しなければ施設から児童間性的暴力をなくすことはできず、結果

として、施設内に性的暴力が潜在化し、顕在化した時には、施設全体が危機的

な状況になるのではないだろうか。  

現在、児童養護施設では児童間暴力によって存続が危ぶまれている施設もあ

り、特に児童間性的暴力によって深刻な事態が生じている。その理由について、

杉山・海野（ 2009）は、「施設内で繰り返される虐待がもはや覆うことができな

いまでに蔓延しているからである。なかんずく性的虐待の連鎖である」と述べ

ている。さらに、児童養護施設における児童間暴力は、学校でのいじめと比べ

ると児童の居住の場で行われるため「逃げ場」がなく、虐待を理由に入所した

児童にとって安心できるはずの施設でも暴力にさらされることは、トラウマの

再現である。  

児童養護施設内の性的暴力について、八木・岡本（ 2012）によると、「異性間、

同性間を問わず、支配・被支配の構図や、暴力の一環として性加害が行われる

場合も見受けられる」と述べているように、年長児が年少児に対して性器を舐

めさせる、性器を触るなどの行為は、性という道具を使った力の誇示であり、

自分より力の弱い者を支配することで欲求を満たしていると考えられる。先行

研究によると、このような性的暴力の加害児童は年少時に年長者から性的暴力

を受けていた場合が多いと言われている（木全， 2010、八木・岡本， 2012、田

島，2011）。被害を受けて育ち、加害児童が退所するまで我慢し、溜めこんだ思

いを自分より力の弱い年少者に向け、性的暴力を加えるという性的虐待の連鎖

がこのような児童養護施設には生じている。また過去に性的被害を受けた児童

は、「無意識のうちに他者を誘惑してしまうことにより性的被害を受けやすい」

ことも、性的暴力の連鎖が長期的に続く、 1 つの要因となっている（八木・岡

本， 2012）。  

児童養護施設では多くの男女が生活を共にするため、性的な刺激も多く、性

的虐待を受け、性化行動を起こしやすくなっている児童が性化行動を起こすこ

とは不思議なことではない。また、「障害を持つ子どもの中には、性への不適切

な認知によって、性的事故を起こしてしまう子もいる」（中山， 2011）とあり、

児童本人が無意識の中で被害者もしくは加害者になる可能性がある。児童養護

施設において児童間性的暴力事案が発生した際、経験の浅い職員の多くは、「児

童が性的暴力事案を起こす可能性がある」との認識が薄く、戸惑いが生じ、対

応が不十分になると前述したが、事案発生直後の対応を経験豊富な職員のみに

任すことになれば、一部の職員に負担が偏ることとなる。  

また、事案発生直後には「何があったのか」という事実を正確に把握するこ

とが必要である。当該児童を今後の支援につなげるために、初期的な事実確認

が重要であるが、経験豊富な職員の勘や経験に頼った事実確認では十分とは言

えないのではないだろうか。したがって、職員の経験年数に関係なく、発見者

である職員が事実と向き合い、当該児童に対して適切な事実確認を行うことが

肝要である。  
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注１  「保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理

由により特に必要のある場合には、乳児を含む）、虐待されている児童その他環境上養護

を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自

立のための援助を行うことを目的とする施設とする」（児童福祉法第 41 条  1947 年法律第

164 号）  

 

注 2  2002/10/06 殺人事件  

愛知県の児童自立支援施設で、職員が少年４人に絞殺された事件で、少年らは「園内の

食事は味の薄い和食ばかりで、外に出ていつもと違うものを食べたかった」と供述してい

ることが、同県警非行集団対策課と春日井署の調べで５日、わかった。園内の生活は私服

の着用も禁じられるなど規律が厳しく、県警は、少年らがこうした環境から逃れようとし

て短絡的な犯行にはしったものとみている。  

関係者によると、園では、逃走防止のため、昼はジャージー、夜はパジャマの着用が義

務づけられ、私服の着用は禁じられている。運動靴も、夜は鍵のかかるロッカーに保管さ

れるなど、園生は厳しい管理下に置かれていた。  

少年らは、少年鑑別所に移送されるといううわさを聞いて犯行を決行したことがわかっ

ているが、「園以上に管理が厳しい鑑別所には、絶対に行きたくなかった」と供述してい

るという。   

県警は 5 日、犯行に加わった 4 人のうち、中学 3 年生の少年（ 14）ら 3 人を、強盗殺人

の疑いで名古屋地検に送検した。中学１年生の少年（ 12）と、便乗して逃走した 2 年生（ 13）

の 2 人は、同日までに名古屋市内の少年鑑別所に移送された。  

（ http://gyakutai.yogo-shisetsu.info/cgi-bin/report/aichi-gakuen/diary.cgi）  

 

2006/06/18 殺人未遂事件  

神奈川県警は十七日、殺人未遂の疑いで、県内の児童養護施設に入所する高校一年の男

子生徒（ 16）を逮捕した。調べでは男子生徒は同日午前四時十五分ごろ、自分が入所する

児童養護施設の宿直室で、就寝中だった男性職員（ 31）の近くに重さ約二十キロの岩を投

げつけた。さらに、目を覚ましたこの職員の顔を、用意していた文化包丁（刃渡り約十七

センチ）で切りつけて殺害しようとした疑い。職員は約三週間の軽傷を負った。調べに対

して、男子生徒は「死ぬかもしれないが、やっつけてやろうと思った」と話しているとい

うが、詳しい動機については供述していない。投げた岩は事前に近くの海岸から運び込ん

でいた。同県警によると、事件が起きた施設には、家庭内の事情で、家族と一緒に暮らせ

ない二－十八歳の子ども計五十八人が生活している。男子生徒は 2003 年 12 月から入所し

ていたという。施設側は「本件には一切何も答えられない」と話している。  

（ http://gyakutai.yogo-shisetsu.info/cgi-bin/yybbs/gyakutai-yybbs.cgi?mode=past

&log=16&page=140&bl=1&list= ）  
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第２節  事実確認の必要性  

 これまで児童養護施設におけ

る児童間暴力については、「児童

養護施設職員の専門性や児童自

身が持つ行動上の問題」とみな

される傾向にあった（遠藤，

2015）。しかし、それだけではな

く、施設内システムが暴力を誘

発している可能性もあるため、

児童養護施設における児童間性

的暴力への対応については、図

1 に示したサイクルで取り組む

必要がある。  

具体的には、児童養護施設職

員は、まず危機対応を行う。次

に、児童間性的暴力を児童の特

性による問題としてとらえるの

ではなく、施設内システムが性

的暴力を誘発している可能性も

あるという視点から、施設内シ

ステムの課題の早期発見に努め

る。最後に、その課題を踏まえ、

性教育等の予防的取り組みを行

う。このように、危機対応・早

期発見・予防は連続的な支援で

あり、切り離して考えることは

できない。現在、児童間性的暴

力が発生している施設もあり、

現実的に予防的取り組みから始

めることはできないため、本論

文では危機対応に焦点を当てる。 

図 2 では、予防、早期発見、

危機対応の各プロセスにおい

て、重要視される要素を図示

している。例えば、予防にお

いては、「パーソナルスペースを確保する」「施設のシステムを見直す」「児童の

生活を構造化する」、早期発見においては、「全児童へのアンケート調査を行う」

「個別的な面接を行う」といった「介入的アプローチ」が重要である。また、

危機対応においても、「安全確保」や「トラウマケア」等の対応があるが、これ

図  1 遠藤洋二， 2015.2，日本児童養護実践学会  

研究発表資料  

予防 早期発見 危機対応

被害児
安全確保
トラウマケア

加害児
事実認定

暴力対応プログラム

他児
ヒアリング調査
事情説明

担当者 組織的対応

他職員 主体的関与

管理者
　

（リスク）マネジメント
ガバナンス
意思決定

　
　
　 集団的逸脱予防

　
主体的関与

 
　
　

領域

関係機関

施設（組織）

職員

児童

　
　
　
　
　

性教育

意図的、計画的支援

個別面接

通報システム

生活の構造化

共通基盤

研修

情報共有

介入的アプローチ

権限委任

意思決定プロセス

生活場面

パーソナル・スペース

重層的組織

施設構造

外部からの評価（モニタリング）

支持的介入

図  2 遠藤洋二， 2015.2，日本児童養護実践学会

研究発表資料  
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らの対応を行うには、まず事実確認を正確に行う必要がある。  

 少年審判において事実認定は、「要保護性の認定や保護処分の決定の前提であ

る」（荒木，1997）ため、少年の処遇を決定するためには、まず事実を明らかに

することが重要である。  

また、遠藤（ 2012）よると、児童相談所における事実認定において、「児童相

談所はこれまでに行ってきた行政機関なりの事実認定について、強化する必要

はあるものの、司法機関における事実認定とは違ったものとして確立させれば

よい」とある。児童相談所では、児童虐待等の対応において介入するための根

拠となる事実を正確に把握する必要があり、「その端緒となった事案が『あった

か、なかったか』を明らかにすること」が求められている（遠藤， 2012）。  

事実とは「問題の姿と所在を示すものであり、また、問題を解決していくう

えでの出発点や基礎になるもの」（飯田，2012）であり、家庭裁判所や児童相談

所にとっては、公的権限を行使するための根拠となるという側面と、対人援助

を開始する出発点という 2 つの側面がある。  

遠藤（ 2012）によると「『事実』（症状や問題行動といった表現がされる場合

が多い）は、児童相談所が当該児童や家族に関わる端緒であり、事実が形成さ

れるプロセスを明らかにすることで、少年の持つ心理社会的あるいは発達上の

課題や、家族を含めた環境との機能不全を理解することにつながる」と言われ

ており、児童相談所の行う対人援助を開始するための事実確認とは、症状形成

を明らかにすることで、当該児童をアセスメントし、今後の支援を考えていく

ものである。  

したがって、児童相談所と同様に、対人援助を行う児童養護施設においても、

児童間性的暴力事案が発生した際には、当該児童の支援を考えていくためにも、

正確な事実確認を行うことが必要である。具体的には、事案発生直後には被害

児童・加害児童それぞれについて事実確認が必要である。さらに、事案発生直

後とは別に、24 時間以内に再度、被害児童・加害児童それぞれに、これまでの

性的暴力の実態についても確認を行う必要がある。  

 

第３節  研究目的  

高橋重宏ら（ 2005）が行った全国 550 か所の児童養護施設への調査によると、

児童間暴力への対応に苦慮した経験のある職員は約 8 割であり、対応マニュア

ルの必要性を感じている職員は 8 割を超えている。特に、性的暴力に関するマ

ニュアルを必要としている割合が高く、全国の児童養護施設において、児童間

性的暴力への対応が困難であることが見て取れる。  

性的暴力事案の場合、「被害児童の告白や証言以外に客観的証拠性のある事実

が乏しいため、被害児童自身から被害の事実を聞かねばならないが、虐待者か

らの口止めや脅し、大切な家族が自分のことを今まで通りには愛してくれなく

なることを恐れ、被害を告白することに躊躇や拒否が強くみられることが多い」

（八木・岡本， 2012）と言われている。このように、児童から事実を確認する
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ことは難しく、事実確認が不十分なため適切な支援ができずに被害児童と加害

児童を措置変更等により分離することで、事案解決とみなされる傾向にある。  

また、面接者による当初の事実確認が不十分であった場合、 2 度目以降の面

接の同じ質問によって、被害児童は繰り返し同じ話をすることとなる。つまり、

被害児童は、性的暴力の被害を再認識することとなり、その際、「再び精神的苦

痛を受ける」、「身体的不調を訴える」といった 2 次被害を受ける可能性もある。  

山田（ 2009）によると、「子どもは大人から同じ質問を繰り返し聞かれると、

『自分の答えは間違っているのかもしれない』と考えて、前と異なる話をして

みたり、『同じことを聞かれるということは、信じてもらえてないのかな』と感

じ、『信じてもらおう』として不要な脚色をしてみたり、被暗示性が高いために

人に言われたことがあたかも自分に起こったことかのように混同したりしがち

である」と言われているように、質問が誘導的にならないよう注意する必要が

ある。信頼性の高い証言を得るためには、事案発生直後に行われる初回の面接

で事実を把握することが重要であり、その方法、内容について整理する必要が

ある。  

性的暴力の被害者に対して行われる事実確認の方法として司法面接がある。

司法面接とは、虐待を受けた子ども等の 2 次被害を防ぐため 1 度の面接で「事

実」を聞き取ることが目的とする方法論であり、誘導的にならずに子どもの証

言が法的な証拠となるよう、ビデオ録画等を行い正確に記録できる面接方法で

ある。司法面接においては、「面接者からは極力情報を出さずに、子どもの話を

聞く」「コメントをしない」「クローズド質問をしない」「安易な応答をしたり、

子どもの答えを言い換えたりしない」「表情、態度を中立（ニュートラル）に保

つ」といった注意点が挙げられている。  

一般的に低年齢の児童は、「被暗示性」や「迎合性」が高いため、面接者の言

葉 1 つに誘導される可能性が高い。したがって、司法面接では、面接者から情

報を与えるのではなく、児童が自由に自発的に話せるように促すことを重要視

している。また、面接者によるコメントは極力控え、オープンクエスチョンを

行うなどの配慮がされている。  

面接者が共感的な面接を行った場合、親身な面接者に対して、性的暴力の話

をすることに強いストレスを感じ、告白することに対する「ためらい」や「拒

否」も見られる。感情に焦点化し、児童への共感が重視されるカウンセリング

とは異なり、事実確認面接は、事案の事実を正確に捉えることを目的とする。

したがって、面接者は共感的で感情を表出するのではなく、中立的な表情、態

度で面接を行うことが必要である。  

このように面接者が注意すべき点が述べられているが、具体的な方法や内容

に関する先行研究は少ない。また面接時の注意点について認知していたとして

も実際に面接を行うことが困難な場合や、過度に慎重になり面接をするまでに

時間がかかる場合も考えられる。原田（ 2010）は、その著書の中で、「密室性が

高く、目撃証言も乏しく、多大なダメージを与える性的虐待には被害者の心身
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状態に配慮し、ダメージを最小限にした特別な被害確認面接の技法での確認が

必要となります。そのためには綿密なガイドラインを策定し、一刻も早く被害

確認面接の導入は不可欠です」という児童養護施設職員の意見を紹介している

ように、児童間性的暴力事案の事実確認に対して困難さを感じている職員が少

なくないことがうかがえる。  

児童養護施設において児童間性的暴力事案が発生した際に、「事実確認に関す

るガイドライン」があれば、経験に頼ることなく、発見した職員が直後から適

切な事実確認を行うことが可能であり、また具体的な対応を記入しておくこと

で、発見した職員は客観的な視点でガイドライン通りに対応することができる

と考える。ガイドラインの存在が職員の心理的余裕を生み、当該児童を適切な

支援につなげることができると思われる。したがって、「事実確認に関するガイ

ドライン」は必要不可欠であり、社会的意義がある。そこで、本論文では児童

養護施設で活用できる「事実確認に関するガイドライン」のたたき台を作成す

ることを目的とする。  

本ガイドラインは、被害児童・加害児童それぞれに対して、事案発生直後に

聞き取る項目と 24 時間以内に聞き取る項目に分け、事案発生直後には「今、何

があったのか。性的暴力かどうか」を中心に聞き、24 時間以内には「性的暴力

の深刻度（頻度、回数）や広がり（他児への性的暴力、性的暴力の連鎖）」につ

いて聞き取れるものとしたい。  
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第２章  児童間性的暴力の定義  

児童間性的暴力については法的な定義はなく、本論文で捉える児童間性的暴

力については関連する法文を整理する。刑法では第 176 条（強制わいせつ）、第

177 条（強姦）、第 178 条（準強制わいせつ及び準強姦）について定められてい

る。  

第 176 条「 13 歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、

6 月以上 10 年以下の懲役に処する。13 歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、

同様とする」（強制わいせつ）、第 177 条「暴行又は脅迫を用いて 13 歳以上の女子を姦淫

した者は、強姦の罪とし、3 年以上の有期懲役に処する。13 歳未満の女子を姦淫した者も、

同様とする」（強姦）、第 178 条「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪

失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第 176 条の例による。

２女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさ

せて、姦淫した者は、前条の例による」（準強制わいせつ及び準強姦）  

 

児童虐待防止法第 2 条の 2 では性的虐待について定められており、これは保

護者から児童への性的暴力と捉えることができる。  

「この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他

の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（ 18 歳に満た

ない者をいう。以下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。」と「児童虐待の定義」

について定められている。  

1 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。   

2  児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。   

3  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の

同居人による前 2号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監

護を著しく怠ること。   

4  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶

者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及び

これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的外傷

を与える言動を行うこと。」  
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児童福祉法第 33 条 10 の 2 では、被措置児童等への性的虐待について定めら

れており、これは施設職員から児童への性的暴力と捉えることができる。  

「この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親

若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設

若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定医療機関の管理者その他

の従業者、第 12 条の 4 に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所

長、当該施設の職員その他の従業者又は第 33 条第 1 項若しくは第 2 項の委託を受けて児

童に一時保護を加える業務に従事する者（以下「施設職員等」と総称する。）が、委託さ

れた児童、入所する児童又は一時保護を加え、若しくは加えることを委託された児童（以

下「被措置児童等」という。）について行う次に掲げる行為をいう。  

1  被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。   

2  被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為

をさせること。   

3  被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居

人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の

施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。   

4  被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に

著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」  

 

このように、刑法では第 3 者、児童虐待防止法では保護者、児童福祉法では

施設職員を性的暴力の行為者として定義しているが、児童間性的暴力について

は法的な枠組みだけでは定義することができない。刑法にある「暴行または脅

迫を用いる」、又は「心神喪失もしくは抗拒不能にさせて」という要件を満たさ

ない性的暴力が、児童養護施設では多くある。例えば、年長児から年少児に対

して、自分のベットに入らせ、暴行、脅迫を用いずに性交をするということも

ある。このような行為に対して「『それほど嫌だとは思わなかった』と言う被害

児童もおり、なぜならば、少なくとも性的行為中には、身体的暴力を振るわれ

ることはなく、加害児童も優しくなるからだ」（田嶌，2011）という意見もある。  

また、木全（ 2010）は、「〈性〉というのは人間個人において人権の中の特に

プライバシーにかかわるとっておきのものである。だから、いつ、だれと、ど

こで、どのような性的なかかわりあいを個人がもつかということは、自己選択、

自己決定に任されている。誰にとっても望まない性的な関係や交渉は、暴力で

ある。本来自由である〈性〉を、強制、支配という暴力で侵害するのが性的虐

待である。暴力の中で特に性的暴力は被害者に大きなトラウマを与えるのは、

かけがえのない私的な自由を侵害されたからである。“いじめ”では、人前で自

慰をさせたり、トイレで性器を傷つけたりと、もっとも精神的なダメージを受

ける手段が選ばれる」と述べており、本人が望まない形での性的なかかわりあ

いは、いくら同意があったとしても、性的暴力である。なぜならば、加害者側

が優位な力関係の立場を利用して同意を得る可能性があるからである。例えば、



12 

 

これまで慕っていた兄のような存在に、性交渉を強いられ、これまでの関係を

壊すことを恐れ、同意をしてしまう事もある。  

本論文では、性交、肛門性交、口腔性交、性器を含む身体の愛撫、性器を舐

める、キスの強要等の直接的な行為や自慰行為の強要、裸になることの強要、

ポルノ雑誌や自らの行為を見せる、不快な思いをさせる性的な発言、ベッドに

侵入し一緒に寝ること等の間接的な行為といった性的な行為が力の強い者から

弱い者への望まない形で行われるものを性的暴力としてとらえる。望まない形

とは、完全な同意がある行為以外であり、直接的な暴力や脅迫を用いないが、

何らかの圧力によって同意をした場合は望まない形での性的な行為と考えられ、

性的暴力であると捉える（表１参照）。  

つまり、性的暴力とは、力の強い者から弱い者へ望まない形で行われる性を

使った暴力であり、「心とからだを深く傷つける」（森田， 1999）直接的行為ま

たは間接的行為であると考える。児童養護施設では、 SEX ごっこなどのごっこ

遊びや両者同意の上で行われる SEX なども起こると考えられるが、本論文では

性的暴力には含まないとする。  

 

表１  性的暴力の定義  

力の強い者から弱

い者へ望まない形

で行われる性を使

った暴力  

直接的行為（性交、肛門性交、口腔性交、性器を含む身体の愛撫、性

器を舐める、キスの強要等）  

間接的行為（自慰行為の強要、裸になることの強要、ポルノ雑誌や自

らの行為を見せる、不快な思いをさせる性的な発言、ベッドに侵入し

一緒に寝ること等）  

出典：筆者作成  
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第 3 章  研究方法  

第 1 節  データの収集方法  

過去に児童間性的暴力が発生した児童養護施設で被害児童・加害児童に面接

を行った経験のある職員に、インタビューガイド（表 2 参照）に沿って 1 時間

半～ 2 時間程度の半構造化インタビューを行った。インタビュー調査は、 2015

年 6 月 10 日、 C 県 D 児童養護施設の保育士（勤続 26 年）に対して行った。ま

た、 2014 年 1 月 28 日にゼミ担当教員の研究協力として実施した E 県 F 児童養

護施設の保育士（勤続 12 年）へのインタビュー調査で得られたデータも参考に

した。  

 

表２  インタビューガイド  

 

出典：筆者作成  
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 質問項目については、筆者が卒業論文執筆の際に行ったインタビュー調査や

遠藤（ 2012）の「児童養護施設における集団的逸脱行動に対応する実践モデル

開発に関する研究」の研究助手として同行した児童養護施設や児童自立支援施

設へのインタビュー調査を参考に、大項目として【暴力事案の態様】【子どもに

ついて】【事実確認について】【面接について】【次の対応、支援】【児相との連

携】の６つを設定した。この６つの大項目についてそれぞれ以下のような小項

目を設定した。【暴力事案の態様】では、「これまでに、どのような児童間暴力

があったのか」「性的な暴力事案はあったのか」「いつ」「どこで」「誰から誰に」

「どのような暴力だったのか」「事案の端緒（どのように発覚したのか）」「どん

な対応をしたのか」、【子どもについて】では、「何歳か」「知的能力、運動能力」

「発達に問題があったのか」「普段の生活の様子」、【事実確認について】では、

「事実確認はどのようにしたのか」「いつしたのか」「だれがしたのか」「どこで

したのか」、【面接について】では「子どもとの面接時に、どんなことを聞いた

のか」「なぜそれを聞く（いた）のか（それを聞くことの意味）」「児童養護施設

の職員として聞きにくい質問はあるのか」「どんなものか」「その時の子どもの

様子は」「職員の気持ち、思いはどのようだったのか」「職員として心がけたこ

とは」、【次の対応、支援】では、「事実確認の後、（被害・加害児童）どのよう

な対応をしたのか」「その対応をとった意味は」「そうすることになった決め手

は何か」「次の支援へはどのようにつなげるのか」、【児相との連携】では、「児

相との連携は取れたのか」「連携を取る際に、必要な情報はどんなものか」「ど

のような情報を共有するのか」といった小項目を専門分野の教員にアドバイス

を受けながら設定した。  

 本調査は、半構造化インタビューのため上記のインタビューガイドに沿って、

インタビューを進めたが、詳細については調査対象者の反応を見ながら質問を

変更するなど臨機応変に対応した。  

 

第 2 節  分析方法  

インタビューは IC レコーダーで録音し、逐語録化した後に、事実確認に関す

る場面や内容を抽出し、KJ 法の手法を用いて分析した。KJ 法とは、人類学者・

民族地理学者の川喜田二郎氏が考案した技法で、ある事柄について、キーワー

ドを抽出し、グループごとにまとめることにより、グループ間の関連を明らか

にすることで、その全体像を構造的に表し、新たな発想を生み出すものである。

本研究では個別事例から事実確認の要素を抽出し、ガイドラインとして体系化

するため、KJ 法による分析が最適であると考えた。分析については、主に筆者

が一人で行い、専門分野の教員にアドバイスを受けながら以下の手順で行った。 

1.ラベルの作成  

逐語録から事実確認に関する記述を段落ごとに抜き出し、内容を表す言葉を

つけ、ラベルとした。  
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2.グループ化  

ラベルの記述に意味・内容の類似するものを集め、グループとした。そして、

集まったグループごとに内容を表現するタイトルを付けた。このグループ化を

繰り返し、最終的に 4 つのカテゴリーに分類された。  

3.関連図の作成  

ラベル一覧とカテゴリー間の関係を示すために、関係記号と補足説明を付け

て、関連図を作成した。  

 

第 3 節  倫理的配慮  

 本研究は関西福祉科学大学研究倫理委員会の承認を得て実施した（承認番号  

14-23）。  

インタビュー対象者に対しては、研究の目的、調査方法、倫理的配慮、調査対

象者の権利、録音データ等消去の申し出、お問い合わせ先ついて文書と口頭で

説明し、同意書に署名を求める形をとった。またインタビューは個室で行い、

インタビュー対象者が自由に話しやすい雰囲気づくりに配慮した。  

 インタビュー対象者のプライバシー確保に関する対策については、調査により

得たインタビュー対象者の個人情報は匿名化し、対象者からの依頼があった部分に関し

ては録音データから削除するなどして、プライバシーの保護を行った。  

また得られたデータは研究目的以外には使用せず、その旨を記載した文書で事前に

説明し、同意を得た上で、インタビューを行った。インタビュー実施時にも再度説明し、同

意書を徴収した。  

さらに、インタビュー対象者が関わった児童や関係者についても同様に個人情報は匿

名化し、依頼があった部分に関しては録音データから削除するなどして、プライバシーを

保護する対策をとった。  

 研究結果の告知については、インタビュー対象者に対して、「事実確認に関するガイド

ライン」のたたき台が完成した際に、１度報告し、意見聴取、たたき台に意見を反映させ

た後に完成版を送付する。 

 インタビュー対象者に不利益が生じた場合の措置については、インタビュー

中に対象者が精神的不安定さが生じた場合、インタビュー調査は中止とするこ

ととした。  

 

 

第 4 章  結果  

 2 か所の児童養護施設職員 1 人ずつにインタビューを行い、逐語録から事実

確認に関するものにラベルをつけ、そのラベルを分類・整理した結果、最終ラ

ベルは計 45 個で、 4 つのカテゴリーに分類された。以下はカテゴリーを【  】

で示し、サブカテゴリーを〔  〕、ラベルを「  」で示す（表 3 参照）。  

【児童養護施設職員による事実確認の内容】  

このカテゴリーでは、〔具体的な性暴力〕〔４Ｗ１Ｈを聞き取る〕〔加害児童の
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過去の被害体験〕〔性的暴力の広がり〕の４つのサブカテゴリーが見られた。  

〔具体的な性的暴力〕では、「職員室にて聞き取りを行い、被害児童は『ベッ

ドに入って、股間を舐めろと言われて舐めた』と被害を告白した」「遊びの中で

性器を舐める状況になる」「性器を舐めるなどの行為にまで進んでいた」「始ま

りは遊びからではあるが、中学生が小学生同士のキスを強要をする」の４つの

ラベルがあり、ここでは、具体的な性的暴力の程度を聞き取っていることが見

て取れた。  

〔４Ｗ１Ｈを聞き取る〕では、「威圧感の中で過ごしてきた小 1 男児が６年に

なった時に、４年生女児の下半身を触ったことが発覚」「学習時間以外で使わな

いトイレを使っているところを女性職員が発見し、加害児童と中３男児が小学

生女児に性的いたずらをしたことが発覚」「おんぶしているときに、下半身を触

る」「加害児童１回目は中３男児と小学生女児に性的いたずら」「加害児童 2 回

目は同学年男児に性的いたずら」の 5 つのラベルが見られ、「いつ、どこで、誰

が、何を、どのように」したのかという 4Ｗ 1Ｈを聞く必要があることがわかる。  

〔加害児童の過去の被害体験〕では、「加害児童自身の被害体験は確認できて

いないが、担当職員は『何かあったのではないか』と思っている」「過去の性的

暴力に対して職員が助けてくれなかったこと、自分の居場所がないと感じてい

たこと等の思いを暴力や暴言で表出する」の 2 つのラベルが見られ、加害児童

も過去には被害を受けていた可能性が高いことがわかる。  

〔性的暴力の広がり〕では、「加害児童と被害児童の性的接触については、他

児は「わからない」と言うが、『昔こうやってお兄ちゃんにおちんちん触られた』

等の声はあった」「当時、当該児童だけでなく他児にも聞き取りを行ったところ、

性器を触る等は遊びの中で行われていることがわかった」「被害児童からの訴え

があり、調べると複数の被害児童が出てくる」「性的暴力を受けていた女児が複

数いた」の 4 つのラベルが見られた。ここでは、当該児童以外にも、他の被害

児童、加害児童が複数存在する可能性があることが見受けられた。  

【児童養護施設職員による事実確認の方法】  

このカテゴリーでは〔被害児童から事実を確認してから加害児童に面接する〕

〔加害児童面接までの時間稼ぎ〕の 2 つのサブカテゴリーが見られた。  

 〔被害児童から事実を確認してから加害児童に面接する〕では「面接者が事

実を把握していることを伝えた方が、加害児童は話しやすい状況になる」「加害

児童に対して「何か言うことない？」というような話の切り出し方では、否認

して何も話さない」「聞き取りに対しては、ごまかすことが多く、中 3 男児から

聞き取ったことを突きつけないと事実を話さなかった」「加害児童は黙り込むが、

女児からのクレームを伝えると、『遊んでたら、たまたま触れた』と話しだす」

「『被害児童からの訴えがある』と伝えると、否定はするが反応を示す」の 5

つのラベルが見られた。ここでは、被害児童から確認した事実を前提に、加害

児童への面接を行うことで、事実を告白せざるを得ない状況となり、加害児童

自身も否認することが難しくなるという内容が見られた。  
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 〔加害児童面接までの時間稼ぎ〕では「部屋に張り紙をして『明日面接をす

るよ』というメッセージを伝える」「事実に向き合わせようという思いから、紙

を使った」「事実の重さから逃がさないが考えさせる時間は与える」「認めた事

実を忘れさせず、意識させるために紙を使う方法は有効である」の 4 つのラベ

ルが見られた。ここでは加害児童面接以前に、被害児童面接を行い、その間、

加害児童には「時間稼ぎ」をすることで、事実について意識させるといった内

容が見受けられた。  

【児童養護施設職員が事実確認を行う際の態度・姿勢】  

 このカテゴリーでは〔感情的なアプローチでは事実確認できない〕〔事実と向

き合うことから始まる支援〕の 2 つのサブカテゴリーが見られた。  

〔感情的なアプローチでは事実確認できない〕では、「感情でぶつかってしまう

と、意地を張り、事実を認めることができない」「聞き取り直後、性的暴力を起

こしてしまったことが悲しいことだとわからせるために、泣いて叱りつけた」

「相手を傷つけたこと、事実については一生背負っていかなければならないこ

と等を何度も話をした」「職員の指導に対して加害児童は初めは泣き、嘘がばれ

たことに気まずさを感じていた」の 4 つのラベルが見られた。ここでは、職員

が泣きながら叱ると、加害児童も泣き、事実確認ができない場合や、職員が感

情的になることで、加害児童も黙秘することに固執するといった内容が見られ

た。  

 〔事実と向き合うことから始まる支援〕では、「加害児童が何度も性的問題行

動を起こしているため、職員はここで止めるために話をして、事実に向き合わ

せようとした」「加害児童を事実と向き合わせ、逃げさせないが、職員としても

最後まで付き合うという姿勢で面接に挑む」「紙に約束事を書かせて、確認でき

るようにした」「事実を口頭で認めないと次のステップには進めないという思い」

「解決はできなくても、事実と向き合うきっかけは作ろうという思い」の 5 つ

のラベルがあり、ここでは、否認・黙秘を続ける加害児童に対して、職員は諦

めず、加害児童が事実と向き合えるように、寄り添っているという内容が見ら

れた。  

【事実確認を困難にする要因】  

 このカテゴリーでは、〔黙秘・否認を続ける加害児童〕〔職員に見放されない

ための嘘〕の 2 つのサブカテゴリーが見られた。  

〔黙秘・否認を続ける加害児童〕では、「加害児童は話さないことに意地にな

り、何時間もかけて１言はなすレベル」「加害児童は相手は幼児であるため、強

めに否定し、黙り込む」「加害児童との面接に被害児童も交えて、事実確認を行

うも、黙り込む」「自分の非を認められない児童」「事実を小出しにしていた」

「これまでの万引き等が発覚した時とは違い、必死に隠そうとした」「悪いこと

をしたという認識は持っていた」「『何もしてない』と言い、事実を告白しなか

った」「職員にとって、加害児童が頑なに事実を認めないことが衝撃的だった」

の 9 つのラベルが見られた。ここでは加害児童が事実を認めることができず、
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黙秘や否認を続ける状態が考えられる。  

〔職員に見放されないための嘘〕では、「事実を言うと見放される、こんな人

間と思われると思ったため、嘘をついた」「担当職員だからこそ、事実を告白で

きなかった可能性もある」「解離してるような状態になり、嘘と事実の区別がつ

かなくなっていた」の 3 つのラベルが見られた。ここでは加害児童が見捨てら

れることを恐れて、日頃から仲が良い職員だからこそ、事実を告白することが

できずに虚言する可能性が高く、虚言によって、その場をやり過ごそうとし、

嘘に嘘を重ねることで、情報が混濁し、虚言と事実の区別がつかなくなるとい

う内容が見られた。  

【児童養護施設職員による事実確認の内容】については、「いつ、どこで、誰

が、何を、どのように」の４Ｗ１Ｈに焦点を当てた面接を行うことが必要であ

り、「性的暴力の有無」を確認することが最も重要であることがわかる。性器の

挿入の有無、射精の有無は、男女間の性的暴力の場合は、妊娠の可能性があり、

男児間の場合でも、性感染症や血液感染症の恐れがあるためである。  

また児童養護施設では性的暴力が連鎖している場合も考えられるため、４Ｗ

１Ｈに加え、他の被害・加害児童の存在といった性的暴力の広がりや過去の被

害・加害についても確認する必要がある。これらのことを踏まえ、「事実確認ガ

イド」の試案を作成し、児童養護施設職員とのロールプレイで使用した。そこ

で得られた意見を参考に、「事実確認ガイド」のたたき台を作成した。  
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表３  KJ 法によるラベルの整理結果  
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出典：筆者作成  

 

 

第 5 章  考察  

児童養護施設における児童間性的暴力事案に対する事実確認について、KJ 法

による分析の結果、【児童養護施設職員による事実確認の内容】【児童養護施設

職員による事実確認の方法】【児童養護施設職員が事実確認を行う際の態度・姿

勢】【事実確認を困難にする要因】といった 4 つのカテゴリーに分類できた。  

 まず【児童養護施設職員による事実確認の内容】については、「いつ、どこで、

誰が、何を、どのように」の 4W1H を中心に、「挿入、射精の有無」といった具

体的な性的暴力の有無を聞き取る必要があることがわかった。したがって、事

実確認ガイドでは、「いつ、どこで、誰が、何を、どのように」の 4W1H、イン

タビューや先行研究より考えられる具体的な性的暴力を中心とした項目を挙げ、

性的暴力の広がりや過去の被害体験についても聞き取れるものとした。  

事案発生直後の被害児童に対する事実確認ガイド（ HF‐ 1）、事案発生直後の

加害児童に対する事実確認ガイド（ KF‐ 1）は、基本的には同様の項目を聞く形

となっている。 4W1H を基本とし、性的暴力の有無、具体的な性的暴力の内容、
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接触性的暴力か非接触性的暴力かどうかを確認することを目的とする。つまり、

それ以外は、聞き取らず、面接者による気づきは、所感の欄に自由記述するも

のとした。緊急受診が必要な場合は、現場の判断で対応する必要がある（表 4，

表 5 参照）。  

事案発生後 24 時間以内の被害児童に対する事実確認ガイド（ HF‐ 2）では、

性的暴力の回数や頻度といった深刻度に焦点を当て、これまでの性的暴力の被

害の態様について聞き取るものである。事案発生後 24 時間以内の加害児童に対

する事実確認ガイド（ KF‐ 2）も基本的には、HF‐ 2 と同様の項目であるが、加

害児童も過去には被害を受けている可能性もあるため、 KF‐ 2⁺で、過去の被害

についても聞き取る形をとっている。これは、加害児童を単に「悪者」扱いす

るのではなく、その背景を理解し、適切な支援につないでいくためである（表

6，表 7，表 8 参照）。  

 本ガイドは、児童養護施設において児童間性的暴力事案が発生した場面を想

定して作成した。先行研究にもあるように当該児童が性的な部分を日常生活を

共にしてきた職員に告白することに抵抗を感じる場合も多く、第三者が面接を

行うことが望ましい。しかし、施設内で発生した事案については職員が本ガイ

ドにある項目のみを聞き取り、最低限の事実確認を行うことが肝要である。最

低限の事実が確認できれば、その後は児童相談所等の他機関と連携し、当該児

童の支援を始めていくことが適切であると考える。  

 児童間性的暴力事案が発生した際に、施設内だけで解決をしようとすると、

表面上は解決したように思われたとしても、実際は性的暴力が潜在化し、より

被害‐加害の連鎖が深刻化することも考えられる。したがって、他機関連携を

念頭に置いて、児童養護施設職員はまず初期的な事実確認のみを正確に行うこ

とが当該児童への支援を考えるうえで最も重要となる。本ガイドはその事実確

認を行う上での補助ツールの１つである。  
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表 4 事実確認ガイド（ HF-1）  
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表 5 事実確認ガイド（ KF-1）  
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表 6 事実確認ガイド（ HF-2）  
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表 7 事実確認ガイド（ KF-2）  
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表 8 事実確認ガイド（ KF-2+）  

 

 

以上が、事実確認ガイドの概要であるが、インタビューを分析することによ

り、児童養護施設職員の事実確認の方法、態度・姿勢が加害児童の黙秘や否認、

虚言に影響していることが見受けられた。つまり、面接者の態度・姿勢が加害

児童の黙秘や否認を誘発していると考えられる。したがって、面接者が適切な

事実確認を行うことで加害児童も事実を認めることができるのではないだろう

か。  

関連図（図 3 参照）にある矢印は、【事実確認を困難にする要因】に対して、

【児童養護施設職員による事実確認の内容】を【児童養護施設職員による事実

確認の方法】【児童養護施設職員が事実確認を行う際の態度・姿勢】で、聞き取

ることを示しており、【事実確認を困難にする要因】から出ている矢印は事実の

告白が可能かどうかを示している。  

 【児童養護施設職員による事実確認の方法】については、加害児童への面接

お行う場合、まず被害児童から聞き取りを行い、正確な事実を確認することが

必要となる。その間、加害児童に対しては面接までの時間稼ぎをする。そして、

被害児童から確認した事実を前提に加害児童への面接を行うことで、加害児童

は否認や虚言をすることが難しくなる。  
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例えば、加害児童に対して「どうしたの？」という質問をした場合、児童は

返答を拒否したり「何もない」と否定しやすい。また、面接後に被害児童に対

して口止めをすることで、「自分の行為が職員にはばれることはない」と考え、

面接中には否認を続ける可能性もある。しかし、面接者は「何があったかは被

害児童から聞いてるよ」と伝えてから質問することで加害児童は否認すること

が難しくなり、言い逃れをすることなく答えられると考える。  

したがって、虚言や黙秘・否認を続ける加害児童に対して、事実確認をする

際には、被害児童から正確な事実確認を行う等、客観的事実を把握し、その事

実を前提に面接をすることが肝要である。また、被害児童による事実の告白に

ついて、加害児童からの報復を受ける恐れもあるが、被害児童は「絶対に守る」

という職員の姿勢を示し、生活の場を分離するなどの対応も必要となる。  

【児童養護施設職員が事実確認を行う際の態度・姿勢】については、関連図

に示しているように、感情的なアプローチでは事実確認が不十分になり、否認

や虚言を誘発する要因になる可能性が高い。したがって、事実のみに焦点を当

て、中立的な立場でたんたんとしたアプローチが適切である。  

バイスティックが、その著書の中でケースワークの原則として７つ挙げてい

るように、「個別化」「意図的な感情の表出」「統制された情緒的関与」「受容」

「非審判的態度」「クライエントの自己決定」「秘密保持」は、一般的な面接で

は重視される。しかし、児童間性的暴力の事実確認に関しては、「受容」や「意

図的な感情の表出」が必要な場合もあるが、面接者や児童が感情を前面に出す

ことで、事実が不明確になり、児童の記憶が汚染されてしまう可能性が高いた

め、感情面のやり取りよりも、むしろ事実確認のみに焦点を当てるべきである。  

また、児童養護施設職員による面接は加害児童に対して、「悪者探し」をする

ような面接や、誘導尋問をするのではなく、「事実と向き合う」ことを目的とし

ているのである。加害児童を罰するのではなく、事実を告白すれば、「今後のこ

とは一緒に考えていこう」という加害児童を支えていく姿勢で面接に臨むこと

が大切である。  

以上が、KJ 法により分析した結果の考察である。今回のインタビュー調査で

は、主に加害児童への事実確認に関する内容となったため、被害児童への事実

確認については、後述するワークショップに参加し、児童養護施設職員による

被害児童への事実確認面接を被害児童の視点から考察した。  
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現在、筆者は遠藤（ 2015）の「児童養護施設における『児童間性暴力対応プ

ロトコル（多機関連携モデル）』策定に関する研究」に共同研究者として参加し

ている。本研究は、児童間性的暴力に対応する手順を示した各施設独自の「児

童間性暴力対応プロトコル」（多機関連携モデル）を策定するための具体的、実

践的方法論を明示しようとするものであり、公益財団法人日工組社会安全財団

の助成を受け、数か所の児童養護施設においてワークショップを実施している

（図 4 参照）。  

ワークショップでは、「深夜近くに巡回をしていた職員Ａは、中学生男児の部

屋から、下半身に下着を着けずに出てきた正也（小 4 男児：9 歳）を発見した」

という事案発覚直後の事例を用い、施設職員が直後から翌日までの対応のロー

ルプレイを行う。  

ロールプレイの中で、被害児童

への事実確認については「何かあ

ったの？」というアプローチでは、

被害児童は「何もない」と虚言を

し、その場をやり過ごそうとする

場合が多いことが見えてきた。し

たがって、職員は「何かあったよ

ね ?」という事案発生を前提とした

アプローチが効果的であると言え

る。そして、被害児童に面接をす

る際には、告白された事実につい

ては職員間で共有すること、加害

児童にも伝えるが「あなたは絶対

に守る」と説明することが重要で

あることがわかった。  

また、職員も質問するべき内容

について困惑する場合があるため、

質問項目が明確化されている事実

確認ガイドは必要性が高いと考えられる。  

 

 

第 6 章  今後の課題  

 本論文では「事実確認ガイド」のたたき台を作成した。本論文で作成した「事

実確認ガイド」のたたき台は、児童養護施設職員が最低限聞く必要があるもの

をまとめた試作品の段階であり、児童相談所等の他機関と連携する際の一助に

なればと考えている。  

最後に本ガイドの今後の課題を整理する。まず、児童の理解力に対する課題

である。「挿入」や「射精」といった言葉を理解できない児童から「挿入の有無」

図  4 遠藤洋二， 2015.2，日本児童養護実践学会   

研究発表資料  
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や「射精の有無」を聞き取ることは困難である。したがって、本ガイドの補助

となるイラストの作成等の工夫が必要であると考えられるが、今回の研究では

補助イラストの作成までは行えなかったため、今後の課題とする。  

次に、本ガイドの妥当性についてである。本ガイドは個別事例を分析し、試

行錯誤しながら作成したが、聞き取り項目の妥当性については検証できていな

い。したがって、今後、実践場面での使用を通して、内容を精査していく必要

がある。  

児童養護施設職員と協議を重ねながら、上記の課題に取り組み、より精密な

「事実確認ガイド」として現場で活用できるものとしたい。  
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